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報告第１４号 
 

議会の委任による専決処分について 
 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をし

たので、同法同条第２項の規定により、これを本市議会に報告する。 
 

平成２８年９月２９日提出 
 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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専決第１１号 
 

専決処分書 
 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額の決定につ

いて、次のとおり専決処分する。 
 

平成２８年９月１６日 
 

倉吉市長 石田 耕太郎 
 
 
１ 損害賠償額 ３１，８６０円 
２ 相手方 倉吉市 個人 ２１，０６０円 
          鳥取市 鳥取県弁護士会 １０，８００円 
３ 事故の概要 
(１) 事故発生年月日 平成２８年８月９日 

(２) 事故発生場所 倉吉市葵町 倉吉市役所東庁舎北側建物 

(３) 事故状況  東庁舎１階のテラス部分に保管していたスノーダンプが落下し、隣接

する相手方の所有する建物の窓ガラス及びエアコン附属設備を破損し、

相手方に損害を与えた。 
４ 事故処理方法 示談による処理 
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議案第８３号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を倉吉市区域の人権擁護委員候補者として推薦することについて、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、本市議会の意見を求める。 

 

  平成２８年９月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

山本 博子 

 

廣谷 静枝 

 

八田 学 
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議案第８４号 

 

   教育委員会委員の任命について 

 

 次の者を倉吉市教育委員会委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、本市議会の同意を求める。 

 

  平成２８年９月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

 

仲田 優子 

 

田民 義和 
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